
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

韓国では昨年７月に３年３か月ぶりに口蹄疫の発生が確認されて以降、発生が拡大

しています。さらに、他の東アジア諸国でも発生が続いています。このような中、春

節(今年は２月19日)の前後には、アジア地域の人・物の移動が盛んになり、本病のウ

イルスが国内へ侵入するリスクが高まることが懸念されます。 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野県松本家畜保健衛生所 
〒390-0851松本市島内西川原 6931 
TEL:0263-47-3223 FAX:0263-47-0101 
E-mail:matsukachiku@pref.nagano.lg.jp 
中信家畜畜産物衛生指導協会 
TEL：0263-47-6789 

平成 27年(2015年)１月 26日 ＜No-19＞ 

韓国で口蹄疫が継続的に発生 
(韓国他東アジア諸国で継続発生→日本へ侵入する可能性が極めて高い) 

出典：農林水産省 

●農場の出入口に看板を設置するなどにより、農場内へ不要・不急な者を立ち入らせることの
ないよう、関係者以外の立入を制限しましょう。 

●農場に持ち込む物品や出入りする車両の消毒を徹底しましょう。 
●農場の出入口に踏込消毒槽等を設置することにより、出入りする人の靴底の消毒を徹底しま
しょう。 

●従業員の方も含め、口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控えるとともに、これら
の国の農場からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。 

●農場を出入りした人・車両等に関する情報を台帳等に記録し、少なくとも１年間は保管しま
しょう。 

侵入防止の徹底をお願いします！ 



疑わしい症状は直ちに通報                 問い合わせ先：防疫課 宮澤、佐藤（担当） 

緊急連絡先(平日夜間・休日も同じです) 

松本家畜保健衛生所(当番に転送されます) ０２６３－４７－３２２３ 

松本家畜保健衛生所公用携帯       ０９０－９６６８－０９３２ 

 

 

 

 


